
「いわき市公共施設等総合管理計画」に基づく

個別施設計画
計画期間：令和６年度から令和12年度まで

いわき市

令和６年５月 策定

令和７年５月 更新
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令和2年度策定
令和３年１月26日

総務省通知

公共施設等総合管理計画の
策定にあたっての指針

人口推計を反映

さらなる
公共施設等の
最適化が必要

インフラ長寿命化
基本計画

公共施設等マネジメント推進の
考え方や必須事項などを

適宜反映

様々な環境変化や喫緊の課題等に
ついて、市民と行政が共有し、
機動的に政策実現を図るための
まちづくりの進め方を整理

いわき市
立地適正化

計画

令和元年度策定

ネットワーク型
コンパクトシティ推進

との連動

○ 人口減少や少子高齢化、施設の
 老朽化や大量更新時期の到来など、
 本市の公共施設等を取り巻く現状
 が深刻さを増す中、すべての公共
 施設等をこれまでどおりに維持し
 続けることは不可能です。

○ 本市では、今ある施設ありきでは
 なく、これからの時代に必要な
 機能・サービスの受け皿としての
 施設のあり方について、具体的に
 考えていきます。

○ 施設の特性に応じ、市民の皆さん
 との対話を通じて施設のあり方の
方向性について納得解を見出して

 いくための「市民対話」などを
 実施します。

○ 「市民対話」や状況変化などを
 踏まえて、定期的に内容の更新
 や修正を図る「生きた計画」と
 します。

施設のあり方について
市民の皆さんと共有するため計画

施設
カルテ

劣化度
診断
報告書

資料編
として
位置付け
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02短期目標

民間代替性の高い施設を中心に民間へ移譲
又は 施設を廃止 等により

公共施設等の維持管理・更新に係るコストを
６億円 縮減

【2025年度（令和７年度）末まで】

中期目標

方向性を「あり方見直し」とした施設の縮減を実現
【2030年度（令和12年度）末まで】

長期目標

「ルール」を踏まえた公共施設等全体の
質・量のさらなる最適化

【2030年度（令和12年度）末までに将来的なあり方を整理】

短期～長期の取組み

経常的な維持管理コストの縮減、
用途廃止した施設の積極的な除却、

「稼ぐ」視点からの公共施設等の最大限活用
など できるところからすみやかに着手
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「いわき市公共施設等総合管理計画」で
は、各施設を、設置目的ではなく、有する
機能に着目して分別し、「機能類型」とし
て整理しています。
このため、「個別施設計画」は、この

「機能類型」ごとにまとめています。

「いわき市公共施設等総合管理計画」の
計画期間は、令和12年度までとしています。
このため、「個別施設計画」の計画期間

もこれに合わせて、令和12年度までとして
います。

「個別施設計画」は今後も「市民対話」
や状況変化などを踏まえて、定期的に内容
の更新や修正を図ります。
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03
「いわき市公共施設等総合管理計画」では、

「機能類型」の中でも、さらに提供している
機能・サービスの類似性に着目して分別した
「機能小区分」を設定しています。
この「機能小区分」ごとに、「今後のあり

方」として、「果たしている役割・機能」、
「対策の優先順位の考え方」、「対策の方向
性」について、整理しています。

「対策の方向性」では、その機能小区分に
分類されている施設全体の改修、改築、複合
化、集約化、廃止等のおおまかな方向性を示
しています。
また、個別施設ごとに特に市民の皆さんと

共有すべき事柄がある場合には、併せて整理
しています。

「果たしている役割・機
能」では、その機能小区分に
分類されている施設が提供す
る機能・サービスを整理して
います。

「対策の優先順位の考え
方」では、その機能小区分に
分類されている施設ごとの改
修、改築、複合化、集約化、
廃止等を検討し、実現してい
くに当たっての優先順位の考
え方を整理しています。
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03「いわき市公共施設等総合管理計画」では、
「機能類型」の中でも、さらに提供している機
能・サービスの類似性に着目して分別した「機
能小区分」を設定しています。
この「機能小区分」ごとに、「ロードマッ

プ」を整理し、個別施設ごとの「主たる建物の
耐震基準」、「方向性」、「検討内容」、「対
策内容」、「対策費用概算」を示しています。

 「いわき市公共施設等総合管理計画」では、 １つの施設の中に
複数の建物がある場合に「この建物がなくなったら施設全体の意味
がなくなる」という建物や、１つの建物だけで１つの施設を形成し
ている場合はその建物を、「主たる建物」と呼んでいます。
また、主たる建物が旧耐震基準に該当する施設は、施設の方向性

を「あり方見直し」と整理するものとして、「公共施設等の維持管
理・新築・改築のルール」に定めていることから、「ロードマッ
プ」では、個別施設ごとの主たる建物の耐震基準を示しています。

「方向性」では、個別施設ごとのあ
り方や、あり方が定まっていない場合
にはその旨を、端的に示しています。

「検討内容」では、個別施設ごと
のあり方や対策の内容などについて
検討する期間とその検討すべき事項
の概要について矢印で示しています。
また、検討後の内容・時期が既に

定まっている場合には、黒字で示し
ています。

「対策内容」では、個別施
設ごとの改修、改築、集約化、
複合化、解体など、具体的な
工事等の内容を示しています。

「対策費用概算」では、「対策内容」に
整理した個別施設ごとの改修、改築、集約
化、複合化、解体など、具体的な工事等の
内容に応じて、事業費の概算金額を示して
います（空欄は「未定」を表します）。
施設の改修等にどれだけの事業費がかか

るのか、その大枠を市民の皆さんと共有す
るためのものであり、当該年度における市
予算への計上・実施を確約するものではあ
りません。

「施設名」には、当該施設の主た
る建物の建築年を西暦で付記してい
ます。
※ 複数の施設をまとめて表記して

 いるものなどを除く。

施設が所在する「地区」を、平、
小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉、
遠野、小川、好間、三和、田人、川
前、久之浜・大久、いわきニュータ
ウン(いわきNTと表記)、泉の15地区
に分類しています。

6
施設を譲渡または解体した場合
は取り消し線で示しています。

前回の内容か
ら変更のあっ
た箇所は、青
字、青枠で表
記されていま
す。
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※ 「いわき市総合管理計画」に定める機能類型のうち、「水道施設」、
「下水道施設」、「競輪場」、「医療センター」については、企業会計
に属する施設及びこれに関連する施設であることから、各会計における
独立採算等に努める中で施設のあり方についても検討するため、この
「個別施設計画」とは別に、個別施設ごとのあり方を整理しています。
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